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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

電気制御機器工業会（NECA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。これによって，JIS C 8201-7-1:2010 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 8201 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 8201-1 第 1 部：通則 

JIS C 8201-2-1 第 2-1 部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） 

JIS C 8201-2-2 第 2-2 部：漏電遮断器 

JIS C 8201-3 第 3 部：開閉器，断路器，断路用開閉器及びヒューズ組みユニット 

JIS C 8201-4-1 第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ 

JIS C 8201-4-2 第 4-2 部：接触器及びモータスタータ：交流半導体モータ制御器及びスタータ 

JIS C 8201-4-3 第 4-3 部：接触器及びモータスタータ：非モータ負荷用交流半導体制御器及び接触器 

JIS C 8201-5-1 第 5 部：制御回路機器及び開閉素子－第 1 節：電気機械式制御回路機器 

JIS C 8201-5-2 第 5 部：制御回路機器及び開閉素子－第 2 節：近接スイッチ 

JIS C 8201-5-5 第 5 部：制御回路機器及び開閉素子－第 5 節：機械的ラッチング機能をもつ電気的非

常停止機器 

JIS C 8201-5-8 第 5-8 部：制御回路機器及び開閉素子－3 ポジションイネーブルスイッチ 

JIS C 8201-7-1 第 7 部：補助装置－第 1 節：銅導体用端子台 

JIS C 8201-7-2 第 7-2 部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 
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序文 

この規格は，2009 年に第 3 版として発行された IEC 60947-7-1 を基とし，国内の使用実態を反映させる

ため，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所及び附属書 JA は，対応国際規格にはない事項

である。変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

 

1 一般 

1.1 適用範囲 

この規格は，工業用途のねじ式又はねじなし締付具によって，銅導体間を電気的及び機械的に接続し，

支持体に固定する端子台について規定する。 

この規格は，1 000 Hz 以下の周波数の定格電圧交流 1 000 V 以下又は直流 1 500 V 以下の回路に使用する

0.2～325 mm2（AWG24～600 kcmil）の断面積をもつ端末処理した円形銅導体又は未処理の円形銅導体を接

続する端子台に適用できる。 

なお，断路端子台については，附属書 D に規定する。 

注記 1 AWG とは，“American Wire Gage”を略した記号である。 

なお，AWG 及び mil は従来単位だが，国際規格で規定されているため，この規格では，参

考値として併記した。 

1 kcmil＝1 000 cmil 

1 cmil＝1 circular mil＝直径 1 mil の円の面積 

1 mil＝1/1 000 in（インチ） 

この規格は，次の端子台のための指針として使うことが望ましい。 

－ 導体の固定に特別な器具を必要とする端子台。例えば，平形接続子，タブなどによる接続。 

－ 絶縁体を突き刺す刃又はとがった先端によって導体に直接接触する端子台。例えば，絶縁体圧接接続

など。 

－ 特別形式の端子台。例えば，ダイオード，バリスタ，同様の構成要素などを取り付けられる構造をも

った端子台など。 

JIS C 8201-1 を引用する場合，用語の“端子”を“締付具”に読み替える。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60947-7-1:2009，Low-voltage switchgear and controlgear－Part 7-1: Ancillary equipment－


